
可児市議会基本条例の一部を改正する条例(案) 

 

可児市議会基本条例（平成24年可児市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

 （定義）  （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 会議等 地方自治法（昭和22年法律

第67号。以下「法」という。）第102条に

定める定例会及び臨時会、委員会及び法

第100条第12項の規定により規則で定め

る会議をいう。 

(4) 会議等 地方自治法（昭和22年法律

第67号。以下「法」という。）第102条に

定める定例会及び臨時会（以下「本会議」

という。）、委員会及び法第100条第12項

の規定により会議規則で定める協議又は

調整を行うための場をいう。 

  

 （調査機関の設置） 

 第４条 議会は、議会活動に関する審査

及び調査のため必要があると認めるとき

は、調査機関を置くことができる。 

  

（議員の使命及び活動原則） （議員の使命及び活動原則） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

  （議長及び副議長の所信表明） 

 第６条 議会を代表する議長及び副議長の

選出に当たっては、立候補制とし、公開

の場でそれぞれ所信を表明する機会を設

け、その選出の過程を市民に明らかにし

なければならない。 

  

 （会派）  （会派） 

第５条 （略） 第７条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

  

 （市民参加及び市民との連携）  （市民参加及び市民との連携） 

第６条 （略） 第８条 （略） 



２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 議会は、すべての議員の参加の下、議

会報告会を毎年開催するとともに、報告

事項等に関して市民から提出された意見

を議会運営の改善、政策提言等に反映さ

せるよう努めなければならない。 

６ 議会は、すべての議員の参加の下、議

会報告会を毎年開催することとし、市民

の意見を議会運営の改善、政策提言等に

反映させるよう努めなければならない。 

 ７ 議会は、地域課題懇談会を開催し、市

民の意見を議会運営の改善、政策提言等

に反映させるよう努めなければならな

い。 

  

 （市長との関係）  （市長との関係） 

第７条 （略） 第９条 （略） 

  

 （議決事件の拡大）  （議決事件の拡大） 

第８条 （略） 第10条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

 （議論の充実）  （議論の充実） 

第９条 （略） 第11条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

 （委員会の適切な運営）  （委員会の適切な運営） 

第10条 （略） 第12条 （略） 

  

（常任委員会の活動） （常任委員会の活動） 

第11条 （略） 第13条 （略） 

 ２ 常任委員会を代表する議員は、本会議

において議長の許可を得て所管事務に関す

る質問をすることができる。 

２ （略） ３ （略） 

３ （略） ４ （略） 

  

   附 則 

 この条例は、平成29年４月１日から施行する。 


